
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い

た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

岐
阜
県
中
津
川
市
付
知
町
三
一
二
四
番
地
の
一
四

有
限
会
社
ガ
ス
シ
ョ
ッ
プ
清
水
屋

清
算
人

宮
田

茂

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

愛
知
県
稲
沢
市
祖
父
江
町
祖
父
江
居
中
一
番
地
三

合
同
会
社
Ｙ
Ｙ
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス

清
算
人

山
内
祐
貴
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

三
重
県
津
市
戸
木
町
五
六
三
九
番
地
四

笑
い
と
健
康
を
科
学
す
る
株
式
会
社

代
表
清
算
人

池
田

由
紀

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

滋
賀
県
長
浜
市
港
町
四
番
一
七
号

株
式
会
社
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ａ

代
表
清
算
人

上
羽

輝
明

解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
定
時
総

会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解

散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

京
都
市
上
京
区
笹
屋
町
通
浄
福
寺
西
入
笹
屋
町
二

丁
目
五
九
一
番
地

川
村
博
商
店
内

西
陣
織
物
産
地
問
屋
協
同
組
合

清
算
人

金
森

秀
彦

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

京
都
府
舞
鶴
市
字
栃
尾
四
三
九
番
地

株
式
会
社
オ
ー
シ
ャ
ン
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
清
算
人

水
野

敏
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

京
都
市
伏
見
区
深
草
馬
谷
町
一
〇

七
二

三
〇

一
号
室

鋒
将
技
研
株
式
会
社

代
表
清
算
人

藤
田

京
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

京
都
府
宮
津
市
字
万
年
一
〇
六
一
番
地
の
一

株
式
会
社
き
か
い

代
表
清
算
人

須
田
冨
士
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
府
豊
中
市
緑
丘
四
丁
目
三
四
番
二
二
号

合
同
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｃ

清
算
人

宮
﨑

美
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
西
淀
川
区
佃
四
丁
目
一
番
二
七
号

日
東
産
業
株
式
会
社

代
表
清
算
人

板
谷

挙
子

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
北
区
芝
田
二
丁
目
二
番
一
三
号
日
生
ビ
ル

東
館
二
〇
六

Ｃ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｅ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

稲
垣

大
翔

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
東
住
吉
区
今
川
三
丁
目
二
番
六
号

株
式
会
社
シ
ャ
ロ
ン
フ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
ビ
ズ

代
表
清
算
人

杉
浦

孝
王

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
府
高
槻
市
津
之
江
北
町
一
四
番
二
一
号

有
限
会
社
津
之
江
電
気
工
事

代
表
清
算
人

川
合

定
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
中
央
区
島
之
内
二
丁
目
四
番
一
六
号

一

一
一
二
号

鴻
升
株
式
会
社

代
表
清
算
人

方

家
豪

解
散
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
日
会
社
法
第
四
七

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら

二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
府
大
阪
市
旭
区
千
林
二
丁
目
一
一
番
二
六
号

株
式
会
社
美
乃
幸

代
表
清
算
人

橋
本

正
巳

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
一
丁
目
五
番
四
号

有
限
会
社
杉
本
周

商
店

清
算
人

杉
本

勲

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

大
阪
市
浪
速
区
日
本
橋
四
丁
目
一
五
番
九
号
寿
ビ

ル
二
三
号
室

株
式
会
社
Ｍ
Ｅ
デ
ン
タ
ル
ラ
ボ

代
表
清
算
人

江
藤

正
成


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